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令和５年４月３日 

令和５年度 学校経営方針 

 

日の出町立平井小学校長 瀬戸 隆幸 

１ はじめに 

（１）学校は児童にとって、明るく元気に学び、楽しく過ごせる場であってほしい。また、保護者にとって、 

安心して我が子を通わせ、共に学びに参加できる場であってほしい。そして、地域にとっては、生涯学習 

実現の一つの場であるとともに、児童の育成を通して社会づくりに参加できる場であってほしい。 

私たちは、学校のもつ公的使命を十分に自覚し、児童の「生きる力の育成」の実現に向け、保護者、地 

  域社会から信頼される学校を創造していかなければならない。 

そのために、「チーム平井」として教職員が一丸となって様々な課題に臨み、アイデアを出し合って解 

決し、その成果を共に喜び、分かち合っていきたい。 

 また、創立 150 周年にあたり、様々な行事に「150 周年記念〇〇」と冠を付け、150 周年を祝う気持ち

と平井小の伝統や文化を継承していく思いを児童に育てたい。 

 

（２）本校は日の出町立の小学校として、国や東京都の教育の方針はもとより、日の出町が目指す教育目標を 

  鑑み、公教育の推進とともに、適切な教育課程を編成しなければならない。 

   教職員はこのことを十分に理解し、適正かつ確実に教育課程を実施するために、自己及び組織の職責 

を遂行してほしい。 

 

２ 目指す学校像 

  学校経営方針の中核を成す、校長が目指す学校の姿を以下の４点で示す。これらについては、児童のみな

らず、保護者・地域が望む「学校の姿」でもあると認識し、その実現に向けて教職員が共通意識をもち、一

人一人、そして学校組織として具体的な取組を進めてほしい。 

 

 

○ 児童が楽しく、毎日行きたくなる学校 → 人権感覚を高くもち、児童の気持ちや立場で考え、児童と 

  の信頼関係を築く。児童理解を深め、児童一人一人の個性や特質を理解し、よいところを伸ばす。 

○ 教職員が個々の力を発揮し、協働して教育活動にあたる学校 → 教職員一人一人が授業力や専門性の 

向上を図り、互いに学び合い律し合える心開かれた組織を築く。 

○ 保護者・地域が誇れる学校 → 常に一歩先を見て、児童の安全・安心を心掛ける。保護者や地域の方々 

  と連携・協力した教育活動を充実し、協働・参画できる学校を築く。 

○ 生涯学習の基礎作りを果たす学校 → 基礎的・基本的な知識及び技能の習得と課題解決に必要な思考 

力・判断力・表現力を育成する。 

 

３ 学校教育目標 

  関係諸法令に基づき、日の出町教育委員会並びに東京都教育委員会の教育目標を鑑み、平和な国家、社会

の形成者として生涯を通じて学び、未来を拓く主体性に富む人材の育成を図る。 
 

   

また、人権尊重の理念を基盤とし、心身ともに調和のとれた発達と個性の伸長を図るとともに、多様な人々と

協働しながら社会の変化を乗り越え、豊かな人生を切り拓く力を育成し、持続可能な社会の創り手を育てるた

めに、本校の目指す児童像を以下のように定める。 

◎ 心やさしい子（認め合い、支え合い、協力して行動しよう）・・・「人間関係形成力」 

 ◇キーワード → 人権教育、道徳教育、問題行動の把握、特別活動、いじめ防止授業、～くん・～さん付け

呼名の徹底、挨拶の励行（挨拶の響き合う平井小・ありがとうのあふれる平井小） 

○ すすんで学ぶ子（考える力、決める力、表す力を高めよう）・・・「問題解決力」 

 ◇キーワード → 授業改善、校内研究、基礎・基本の徹底、主体的・対話的で深い学びの推進、特別支援教

育の充実 
 

○ からだをきたえる子（心と体に関心をもち、健康な身体をつくろう）・・・「健康・安全、体力向上に関する力」   

◇キーワード → 基本的な生活習慣、家庭教育支援、児童理解、運動習慣の確立、保健指導の充実 
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４ 学校経営の重点 

 

（１） 確かな学力の定着 

「教師は授業で勝負する」と言われるように、全ての教育活動の中心となるものは、「日々の授業」で 

ある。授業を充実させるための努力を惜しまずに、児童にとって楽しく分かる授業を心掛ける。 

   （ア）年間指導計画に基づき、週案簿の内容を充実させ、常に計画・実施・評価・改善のＰＤＣＡサイ

クルを意識し、授業改善を進める。→ 週案簿の確実な記載（単元・題材名、目標・めあて、指

導内容・指導の振り返り記録等）・提出（前週の最終日）・進行管理・週案作成を通した OJT、相

互授業公開・授業観察での提案、校内研究(心の教育)の充実 

   （イ）各教科の基礎・基本を明らかにし、日々の授業の中で意図的・計画的にその定着を図る。→ 東

京ベーシック・ドリル、反復学習や家庭学習（家庭学習カードの作成・宿題の工夫） 

   （ウ）児童の思考力、判断力、表現力を伸ばすために、問題解決学習を取り入れ、「自力解決する時間」

「考えを発表する時間」を通して児童が学び合い、高め合う学習活動を積極的に展開する。 

→ 主体的・対話的で深い学びの実践、プログラミング教育(ﾌﾟﾗｸﾞﾄﾞ･ｱﾝﾌﾟﾗｸﾞﾄﾞ共に)の推進 

   （エ）児童の体力向上を目指し、体育の授業はもとより、学校行事や休み時間・放課後などに運動にふ

れる時間を設定することで運動への関心・意欲を高め、運動習慣の確立を図る。→ 年間を通し

た外遊びの励行（健康増進と集団性の向上）、体力向上月間の設定（持久走月間、縄跳び週間等）、 

      保健・安全指導の充実 

 

（２）特色ある教育の推進 

 本校の周辺環境や人的資源を活用した教育活動を推進するとともに、いわゆる「その道のプロ」といっ 

た専門的な知識・技能をもったゲストティーチャーによる授業や体験活動を重視する。また、継続的な取 

組を行うことで、学習の習慣化を図るとともに、その定着による効果を高める。 

 （ア）学童クラブ、放課後子ども教室、学校学習支援員、学校支援ボランティア（稲作体験ボランティ

ア、図書ボランティア、花ボランティア等）、町内会・自治会、民生児童委員といった本校に関

わりの深い方たちと連携し、教育活動の充実を図る。→ 交流活動の充実、外部関係機関との連

携強化、学級園活動の充実 

 （イ）年間を通じて、適宜ゲストティーチャーを招へいし、児童にとって興味・関心がわき、学習意欲

を高められる授業・活動を多く取り入れる。 → 「プロに学ぶ」、体験活動の充実 

 （ウ）朝読書、昼の学習（基本タイム：基礎的・基本的内容の習熟を図る時間【東京ベーシック・ドリ

ルの活用】、ロジカルタイム、コグトレ、GOI トレ、文づくり等）を通して、基礎的・基本的な

学習内容の理解や習熟を図る。また、家庭学習の目安（学年×１０分）を学校全体で共通化し、

学習習慣の定着を図る。→ 取組の評価、家庭への理解・啓発（家庭学習の充実「家庭学習カー

ド等」、家庭学習の手引き、学習習慣調べ、家庭学習習慣調べ等） 

 

（３）新しい課題に対応した教育の推進 

 「学力向上」や「健全育成」といった不易の教育課題に留まらず、「健康・安全教育」「情報モラル教育」 

「特別支援教育」「キャリア教育」「カリキュラムマネジメント」「プログラミング教育」「GIGA スクール」 

など、注目されている教育課題について、学校として組織的に取り組み、教育効果を高めていく。 

 （ア）教育課題を分類・整理し、担当制にすることで、個々に深い理解を得るだけでなく、学校全体へ

の周知・還元を積極的に行うことにより、学校としての力を高める。→ 校務分掌の活性化、担

当によるＯＪＴ（全教員がＯＪＴ講師となる）の実施 

 （イ）総合的な学習の時間を中心に、意図的・計画的に各教科・領域の学習を横断的に取り入れていく

(カリキュラムマネジメント)。また、その指導記録を残し、次年度以降の教育課程に生かす。→ 

持続可能な教育活動とその共有化 

（ウ）特別活動の記録をポートフォリオ的に残し（キャリアパスポート）、児童が自らの学習状況やキャ

リア形成を見通したり振り返ったりしながら、自身の変容や成長を自己評価できるようにする。 

 

（４）人権教育の推進と道徳教育の充実 

   全ての教育活動の根幹である人権教育を適正に行っていくため、教職員（指導する側）と児童（指導さ 
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れる側）のそれぞれが望ましい人権感覚をもつようにする。また、道徳的実践力のある児童を育てるため、 

「特別の教科 道徳」の指導を中心に、心の教育を充実させる。 

   （ア）人権教育プログラム（学校教育編 令和５年３月）並びに人権教育推進担当者作成の資料等を活

用し、教職員の人権感覚を磨くとともに、人権教育に関わる全体計画・指導計画に基づき、人権

教育推進担当を中心に、日々の教育活動の中で、人権教育の充実を図る。→ 教室環境の整備、

人権尊重に基づく学級経営、体罰・暴言・不適切な指導の禁止、～さん・～くん付け呼名の徹底、

各学級の人権宣言と取組の振り返り 

   （イ）規範意識、公徳心、思いやりの心などといった、本校の児童にとっての道徳的な課題について、

「特別の教科 道徳」を中心に指導を行う。特にいじめの防止に関わる内容項目については、ふ

れあい月間（６月、１１月）と１月～３月に必ず実施する。（年３回）また、道徳授業地区公開

講座においては、全学年が意図的・計画的に道徳授業を行うとともに、保護者・地域に対しても

道徳的な啓発を進め、学校、家庭、地域が一体となって児童の健全育成に関われるようにする。

→ いじめ防止授業の実施（年３回以上）、道徳教育推進教師の役割 

 

（５）特別支援教育の推進 

   障害の有無にかかわらず、一人一人の教育的ニーズに基づき、その能力を最大限に伸ばすため、特別支 

援教育を推進するとともに、その理解・啓発に努め、適切な支援が行われる環境を整備していく。 

（ア） 特別支援教育コーディネーターを中心に、校内委員会や特別支援教育に関わる研修を通じて、

教職員の特別支援教育への理解を深める。→ 校内委員会の活性化、障害理解研修の実施（ミ

ニ研修を含む） 

   （イ）特別支援教育の視点による児童理解を深めるとともに、一人一人の特性を踏まえ、日々の授業に

おいて具体的な支援や工夫・改善を進める。→ 授業のユニバーサルデザイン化を推進 

 （ウ）支援教室「まなぼルーム」（拠点校）での指導を充実させるとともに、個別指導・小集団指導（自

立活動）の推進を通し、児童・保護者、地域の障害者理解を深める。→ インクルーシブ教育、

合理的配慮 

 

（６）子供たちが楽しく通える学校の実現 

 いじめ、不登校などの問題行動等の未然防止、早期発見・早期対応のため、学校全体で問題を共有する 

（生活指導夕会等）とともに、校内外の専門家を活用して組織的に対応する。特に初期対応の重要性につ 

いて教職員が十分に理解し、適切に問題の早期解決を図る。また、保護者・地域と連携しながら健康・安 

全教育の充実を図る。 

  （ア）問題行動等の未然防止及び早期対応に重点をおき、日頃から児童の小さな変化を見逃さないよう

に教職員が意識を高める。また、いじめアンケートを毎月実施したり、ＳＣによる全員面談を第

５学年で実施したりするなどして、問題の早期発見に努める。→ 生活のやくそく、適切ないじ

め対応（初期・事後）、学校いじめ対策基本方針の見直し、保護者との連携（毎学期の生活習慣

調べ等） 

 （イ）教科や領域、学校行事等の教育活動全般において、本校としてのルールやマナー等を確立し、日々

の教育活動の中で児童の規範意識の醸成を図る。→ 学習のきまり、教職員の共通理解による指

導（はい・立つ・～です～ます、筆箱の中身、姿勢）【授業規律・学習規律・平井小ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ】

「挨拶の響き合う平井小・ありがとうのあふれる平井小」 

（ウ）児童のけがや事故を未然に防止するために、安全教育を推進するとともに、セーフティ教室や薬

物乱用防止教室、情報モラル教室、ＳＯＳの出し方教室等を通して保護者や地域への啓発を積極

的に行う。→ 公開授業の充実、安全点検の適正実施、ＳＮＳ学校ルール・家庭ルールの策定 

 

（７）児童理解に基づく指導の徹底 

 発達段階や交友関係、家庭環境を含め、児童一人一人の特性を十分に把握し、児童理解に基づく指導を 

心掛ける。教職員側の感情的で身勝手な指導等（体罰、暴言、不適切な指導など）の根絶を目指し、教職 

員と児童との信頼関係の上に成り立つ教育活動を推進する。 

 （ア）特別支援教育、生活指導、家庭環境等をポイントとした児童理解研修会を実施する。また、週１

回の生活指導夕会において、学級における現状や児童の課題を共有し、日々の指導に生かす。 
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→ ケース会議の開催、組織的な働き掛け、子ども家庭支援センター・児童相談所との連携 

（イ）体罰防止ＤＶＤの視聴や服務事故防止研修などを通じて体罰の根絶に努める。また、保護者会で

のＤＶＤ視聴や学校・学年・学級だよりなどを通じ、併せて保護者への啓発を図る。→ 教職員

の意識改善、教員相互の声掛け、互いに律し合う教職員集団 

 

（８）ＯＪＴを中心とした校内研修体制の確立 

   学校には様々な年齢層や経験のある教職員が所属しており、職層はもちろん、職務内容も多岐にわたっ 

ている現状を踏まえ、教職員個々の資質・能力の向上を図り、学校としての組織力を高める。 

   （ア）事案決定における起案・決裁の場を活用し、副校長、主幹教諭、主任教諭がそれぞれの立場でチ

ェック及び指導・助言・支援を行うことで、それぞれがその役割を果たす。また、このことによ

り、個々の教職員が自己の職務内容を確実に理解するとともに、積極的に工夫・改善を行う。→ 

事案決定ラインの確立、計画的な職務遂行 

   （イ）教育委員会による公的な研修、校内におけるＯＪＴ的な研修のみならず、常に自己研鑽を積み、

自ら資質・能力の向上を図るとともに、研修内容を校内に伝達・還元する機会を設け、教職員全

体で共有する。→ 教育課題研修の積極的な受講、研修報告会・OJT・ミニ研修会の充実 

 

（９）保護者や地域住民の協力・参画 

   学校からのおたよりや学校ホームページ、授業公開、学校行事、保護者会など積極的に学校を開き、保 

護者、地域から信頼される学校づくりを推進するとともに、保護者・地域の協力・協働・参画により、教 

育活動の一層の充実を図る。 

（ア）学校・学年・学級だよりや学校ホームページなどのいわゆる「配布文書」は、学校からの発信に

ふさわしい内容だけでなく、時期を踏まえるとともに、人権等に配慮した表現や正しい表記を心

掛ける。 → 表記便覧の活用、著作権・肖像権に注意 

（イ）地域に開かれ、信頼される学校を目指し、教育活動を積極的に公開・説明する。また、学校評価

を適正に実施し、次年度の教育課程の編成に生かす。→ 保護者及び地域ボランティアの活用、

学校評議員会の活用、説明責任と結果責任 

 

５ 令和５年度の継続事業 

（１）オリンピック・パラリンピック教育のレガシー推進 

ア 体育・健康教育の一層の充実 → 体力の向上、運動習慣の確立、食育の推進など 

◎ 平井小学校のレガシー（ｽﾎﾟｰﾂ志向・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾏｲﾝﾄﾞ・障害者理解）となる体験の充実と環境整備 

 

（２）学校経営支援部の設置 

  ア 校務改善・再整備による副校長の負担軽減 

  イ 講師配当 

  ウ 校務分掌の見直しと改善（検証） 

  エ 学校運営参画意識の向上 

  オ 校内 OJT の推進・充実 

 

（３） 非常勤教員・校務軽減対応講師・ＳＳＳ・副校長補佐等を活用した負担軽減と働き方改革の推進 

 

６ 終わりに 

（１）子供たちを中心に 

   教育活動そのものだけでなく、様々な場面では立場や経験等による考え方の違いがあるかもしれない。

それは教員と保護者、地域との間でも起こりうることである。そのようなときに、なにより大切にしたい

ことは「子供にとって、何が最善なのか」ということである。私たち平井小学校の全ての教職員は、常に

「子供たちを中心に」置き、自分たちのなすべきことを考え、実行してほしい。 

（２）授業で勝負 

   前述したとおり「教師は授業で勝負する」、このことは常に一人一人の先生方に意識してほしいことで

ある。子供たちにとって、「楽しい授業」「分かる授業」「もっと続けたい授業」といった『学んでよかっ
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た』という思いをもたせることができる授業を行うための努力を惜しまないでほしい。 

   例えば、教科書の単元を指導書のとおり進めるにしても、深い教材研究や工夫した板書計画、効果的な

ペア学習やグループ学習、学習内容の定着を図るプリントなど、自分の授業をより高めていってほしい。 

   また、授業規律・学習規律のないところに「良い授業」は成立しない。まずは規律をしっかりと身に付

けさせてほしい。（はい・立つ・～です、～ます）（学習中の姿勢）（筆箱の中身）【平井小ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ】 

 

（３）暗黙知から経験知へ 

   日本の古くからの考えに「（師匠の）背中を見て学ぶ」「技術は盗むもの」といったものがある。今まで

は「日本人らしさ」として考えられてきたが、私はそれだけではいけないと考えている。 

   何より、人と人とのつながり（コミュニケーション）が大事に思われている現在、自分の知識・技能・

経験の伝承だけでなく、注意喚起や励ましの声掛け、引き継ぎにおける申し送りなど、多くの面で具体的

な言葉（文書を含む）によって伝えることが大切である。また、このことが、齟齬や勘違いによる誤りを

防ぐことにつながる。 

 

（４）チーム平井 

   教職員個々の知識・技能・経験には違いがあり、当然、得手・不得手もあることから、教育活動や渉外

活動等における実践や成果にも差異が生じることもある。 

   このようなことがないように、また個人の力（実践）を学校の力（財産）として蓄積することができる

ように、日頃から管理職はもとより教職員間の「報告・連絡・相談・確認」を密にするとともに、取組の

学校全体への周知・還元や複数人による実行など、常に学校組織（チーム平井）を意識してほしい。 

 

（５）教育公務員としての自覚と誇り 

   私たち教育公務員には、職務上課せられた責務があるとともに、服務の厳正に努めなければならない。

例えば、前述の体罰の他にも、飲酒に伴う事故や事件、機密文書の紛失（平井小公文書分類表・管理規定

の遵守）、会計事故、セクシャル・ハラスメントなど、世の中ではマスコミをにぎわす服務事故の発生も

少なくない。また、ＴＰＯを踏まえた言動がとれず、「教職員の常識は社会の非常識」と言われることも

ある。このようなことにより都民・町民からの信頼を損ねることのないように、常に教育公務員であるこ

とを自覚するとともに、その職責を鑑み、将来の日本を担う子供たちの教育に携わることに誇りをもって

職務にあたってほしい。 

 

（６）健康に留意を 

   多忙な毎日を過ごす私たちであるが、子供たちの前では常に笑顔でいてほしいと考えている。しかしな

がら肉体的な疲れだけでなく、精神的な疲れが溜まることもあるだろう。そのようになる前に、ぜひ心や

体のリフレッシュをしてほしい。 

   体の健康については食事、睡眠、運動といった点を含め、自己管理を徹底する。また、心の健康につい

ては、もし悩みや不安があれば一人で抱え込まず、管理職はもとより、同僚の教職員やＳＣに相談するな

どしてほしい。 

 

【学級経営や授業のための１０の提言】 
 

１ 児童の表情やしぐさに注目しよう    ６ 客観的に見ることが大切 

２ 冒険しよう              ７ 特別より普通が一番強い 

３ 心から感動しよう           ８ 罪を憎んで人を憎まず 

４ 心から叱ろう             ９ 陰の努力をしよう 

５ ルールはみんなで守ろう        10 体の健康、心の健康 

 


